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画像診断管理加算３と被ばく管理の現状 

○坂本 博 （東北大学病院）

 
平成30年度の診療報酬改定にて新設された画像診断管理加算3では、その施設基準通知において「関係学会の定め

る指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。その際、施 設内の全てのＣＴ検査の線量情報を電

子的に記録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集 計・管理の上、被ばく線量の最適化を行っているこ

と。」との条件が示されている。その背景には国際放射線防護委員会(ICRP： International Commission on

Radiological Protection)が診断に影響を与えない範囲でできるだけ医療被曝を提言するための照射線量の目標値

として、診断参考レベル（ DRL： Diagnostic Reference Level）を定義することの勧告に始まり、"医療被ばく"特

に CT検査についての被ばくが注力されていることがあげられるであろう。データの管理においては、標準規格で

ある DICOM規格で SR（ Structured Report）を基盤とした RDSR（ Radiation Dose Structured Report）が構築

されており、既に米国では CT装置に標準仕様として組み込むことが義務付けられている。さらに IHE（

Integrating the Healthcare Enterprise）からは、 REM（ Radiation Exposure Monitoring）という標準ワークフ

ローも提唱されている。また、画像診断管理加算3の施設基準通知に加えて施設基準届出様式内にも「関係学会の

定める指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること等を証明する書類を添付すること」と示されて

いる。両者に示された"関連学会の定める指針"とは日本医学放射線学会（ JRS）が2015年4月に発出された

「エックス線 CT被ばく線量管理指針」とされ、それに基づいて適切な被ばく線量管理を行っていることが必要と

されている。このような背景と指針の中で、現時点での医療機関が如何に被ばく管理を行うことができるの

か、現実的な対応方法とその課題について整理する。
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Abstract in English comes here.   

It goes without saying that medical imaging and imaging diagnostics are important in the area of radiation 

medicine. To add one more perspective, we believe it is important to consider medical radiation exposure within 

the framework that are the Japan Radiological Society (JRS) ,the Japanese Society of Radiological Technology 

(JSRT) and the Japan Association for Medical Informatics (JAMI). The three organizations must engage in 

research and development while collaborating with each other in order to practice radiation protection based on 

the principle of  ALARA  (As Low As Reasonably Achievable). In addition, its members must take charge of 

basic education for the purpose of conducting research and development in this domain. 
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1.はじめに 

医療における放射線被ばくは、人体に意図的に放射線を

照射するものであり制御できるものと解釈できる。ただし、医

療における放射線量には制限が設けられておらず、照射する

線量が多すぎると被ばくによる身体的影響が懸念されること

は云うまでもない。逆にやみくもに照射線量を低減すればい

いという問題でもない。これは線量が低すぎると画像自体が

劣化し診断能に影響する恐れがあるためである。つまり、放

射線を伴う行為のメリットが放射線のリスクを上回る場合は、

合理的に達成可能な限り被ばく量を減らして放射線を利用す

る と い う 考 え 方 で あ り 、 ALARA(As Low As Reasonably 

Achievable)の原則として示されている。ここから、放射線を用

いた検査から予期されるベネフィットとリスクを考慮し放射線

診療を行うといった概念が生じ、被ばくの「正当化」と「最適

化」といった考え方が重要となる。 

国際放射線防護委員会(ICRP：International Commission 

on Radiological Protection)が、診断に影響を与えない範囲で

できるだけ医療被ばくを低減するための照射線量の目標値と

して、診断参考レベル（DRL：Diagnostic Reference Level）を

定義し使用することを勧告している 1)。これを受け我が国にお

ける診断参考レベル（最新の国内実態調査結果に基づく診

断参考レベルの設定（以下、JAPAN-DRLs））が 2015 年 6 月

に諸学会、諸団体の協力により公表された 2)。 

 これらを受け、2018 年度 4 月には診療報酬が改訂（画像

診断管理加算 3）され、2020 年には医療被ばく関する事項が

義務化される見込みである。 

 

2.画像診断管理加算 3 について 

2018 年度の診療報酬改定にて新設された画像診断管理

加算 3 では、その施設基準通知において「関係学会の定める

指針に基づいて、適切な被ばく線量管理を行っていること。

その際、施設内の全てのＣＴ検査の線量情報を電子的に記

録し、患者単位及び検査プロトコル単位で集計・管理の上、

被ばく線量の最適化を行っていること」といった条件が示され

ている。 

電子的に医療被ばくデータを取り扱う手法として、DICOM

規格に RDSR（Radiation Dose Structured Report）が示されて

おり、既に米国では CT 装置など画像診断機器に標準仕様と

して組み込むことが義務付けられている。さらに IHE

（Integrating the Healthcare Enterprise）からは、機器・装置

間における情報連携のフローがプロファイル（REM：Radiation 

Exposure Monitoring）として示されている 3)。 

画像診断管理加算 3 の施設基準通知に加えて施設基準

届出様式内にも「関係学会の定める指針に基づいて、適切な

被ばく線量管理を行っていること等を証明する書類を添付す

ること」と示されている。ここに示されている“関連学会の定め

る指針”とは日本医学放射線学会（JRS）が 2015 年 4 月に公

表した「エックス線 CT 被ばく線量管理指針」であり、それに基

づいた適切な被ばく線量管理を行うことが要件となっている
4)。 

その他、日本放射線技術学会からも、CT 検査における医

療被ばくを評価するデータを検査・撮影装置から電子的に記

録し一元的に管理する場合に必要となる標準的な技術的要

件について記載したガイドライン（医療被ばくを評価するデー

タを電子的に記録するためのガイドライン）が 2018 年 6 月に

提示されている 5)。 

 

3.医療法省令の改正 

「医療放射線の適正管理に関する検討会」は、本年の 6 月

に医療機関が医療被ばくの線量管理・記録を実施する方針
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を盛り込んだ「議論の整理」を 6 月に大筋でとりまとめた。厚生

労働省はこれを踏まえ、医療法の省令を改正し医療被曝の

線量記録を義務化する方針となり 2018 年秋頃に公布を予定

し、施行に関しては医療機関の準備期間を考慮し 2020 年 4

月となる見通しとしている。 

「議論の整理」には、CT 装置や血管造影検査に用いる透

視装置、診療用放射線同位元素など、医療被ばくの線量が

高い放射線診療に対する線量・記録を「義務」づける必要性

が指摘されている。また、必要な放射線診療を妨げる誤った

解釈をしないように患者に対し適切な説明を行うこと、医療被

ばくの正当化・最適化に付随する業務の従事者（医師、診療

放射線技師）を対象とした研修の実施も求められており、これ

らは医療放射線に係る安全管理のひとつと位置付けられる。 

なお、研修は年 1 回行い、実施内容（日時、出席者、項目）

を記録することとされ、具体的な内容としては、①医療被ばく

の基本的な考え方に関する事項、②放射線診療の正当化に

関する事項、③防護の最適化に関する事項、④放射線障害

が生じた場合の対応に関する事項、⑤患者への情報提供に

関する事項、などが示されている。 

 

4.放医研における取り組み 

放射線医学総合研究所（以下、放医研）では、2011 年から

医療被ばくに関する実態調査および線量評価について調査

を継続している。医療被ばくについては、種々ある検査の中

でも 1 検査あたりの被ばく線量が比較的多く頻度の高い CT

検査に注目し、実際に複数の医療施設から収集した検査情

報の解析を行った。情報収集のためには撮影条件を画像の

DICOM Tag、線量指標は線量レポート、症例情報は HIS を

参照する必要があるが、これら複数の情報源から取得する方

法は非常に多くの労力と時間を要した 6)。複数の施設から効

率よく線量情報を取得するために放医研では 2014 年より

RDSR(Radiation Dose Structured Report)を取得し、専用デー

タベースへ集約するシステムを開発した。RDSR は 2009 年に

DICOM で規格化された比較的新しいフォーマットであり、実

態調査から現在我が国に設置された全メーカーのCT機種の

うち RDSR が出力可能な割合は約 74％程度であり、PACS が

対応していない理由などから実際に利活用している施設はさ

らに少ないと考える。現在までに 34 施設から倫理承認を受け、

65 台の CT 装置からデータ提供を受け、毎年全施設比較の

結果をフィードバックしている 7)。 

 画像管理加算の改定を受けこれまでRDSRの収集のみを

行っていたが、今後は施設において定期的な線量管理の必

要性があり、線量情報の適時出力可能な仕様変更を予定し

ている。併せて放医研で開発された CT 被ばく線量シミュレー

ション計算ソフト WAZA-ARI v2 を搭載することで RDSR から

得られた撮影情報から臓器吸収線量、実効線量の結果を集

約していく予定である。 

 

5.おわりに 

言うまでもなく、医用画像診断および画像診断は、放射線

医学分野において重要である。さらに日本放射線医学会

（JRS）、日本放射線技術学会（JSRT）、日本医療情報学会

（JAMI）の共同により医療放射線被ばくを検討、実践すること

が重要である。そのためには 3 つの組織は、ALARA（As 

Low As Reasonably Achievable）の原則に基づいて互いに協

力しながら研究開発を進めるべきであろう。  
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